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弘前市民文化交流館ホール舞台照明設備保守点検業務仕様書 

 

 

弘前市民文化交流館ホールの舞台照明設備保守点検業務は、この仕様書に定めるところ

によるものとする。 

 

１ 弘前市民文化交流館ホールに設置してある舞台照明設備の保守点検を実施し、その設

備を良好な状態に整備するものとする。 

 

（保守点検の範囲） 

２ 保守点検の範囲は、次のとおりとする。 

（１）Ｓ・Ｒ・Ｃ調光機、ユニット盤、回路選択盤、負荷モニター盤の動作試験及び清掃 

（２）配線及び各コンセントの清掃並びに導通試験及び絶縁試験 

（３）クセノンピンスポットライトの清掃及び点検 

 

（保守点検の回数） 

３ 保守点検は、年２回（原則として７月、１月）実施するものとする。ただし、不時の

故障等の場合は、弘前市の指示を受けるものとする。 

 

（部品の交換及び修繕） 

４ 点検の結果、不良個所があり部品の交換又は修繕の必要がある場合は、弘前市の指示 

 を受けるものとする。 

 

（設備の変更等） 

５ 弘前市が設備の変更、撤去又は改修等を行う場合、指定管理者及び再委託業者は協力

するものとする。 


